
※1　資本金又は出資金5億円以上、資本金5億円以上の会社の100％子会社・孫会社
➀　出資持分のない医療法人や営利型の一般社団法人などは、次の金額

　　　　（（期末総資産簿価－総負債簿価－当期利益（又は＋当期欠損金））×60％
　　　②社会福祉法人、学校法人、NPO法人、公益社団財団法人・非営利型の一般社団財団法人などは、上記算式×（収益事業の資産簿価／総資産簿価）

※2　帳簿書類（総勘定元帳や領収書。請求書等）に
➀　飲食の年月日　②参加した得意先。仕入先等の氏名。名称とその関係　③飲食費の額や飲食店名・所在地を記載する必要あり

交際費課税　H30年6月現在
交　　際　　費

飲食費（5千円以下／一人）

損金算入

飲食費（5千円以下／一人）

損金算入
50％

損金算入
損金不算入

接待飲食費（5千円超／一人）

損金算入 損金不算入

飲食費以外交際費（社内接待費含む）

損金不算入

福利厚生費、会
議費など

　　　「交際費」に該当 交際費に含まれない

大
法
人

中
小
法
人

※
１

接待飲食費（5000円超／一人平均）

損　金　算　入 損金　　　不算入

交際費　定額控除最大800万円まで

損金算入

接待飲食費の50％ 接待飲食費の50％超の部分

交
際
費
の
区
分

ゴルフ代、慶弔費、
お中元・お歳暮等

社内飲食費 接待飲食費　※2
5000円基準のあ
る交際費

い

ず

れ

か

有

利

な

方

を

選


